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法令の名称・関連条項とその内容

（遵守費用）

（行政費用）

（その他の社会的費用）

規制の便益

代替案の場合

代替案の場合

規制の費用

規制の事前評価書（要旨）

政策の名称

評価実施時期

規制の目的、内容及び必要性等
①国管理空港における空港ターミナル等の建設及び管理を国土交通大臣の指定を受けた者が行う制度の創設、②空港の設置者に対する空港保安管理規程の作成及び届出の義務付けにより、空
港の効果的かつ効率的な利活用や適切な管理を図り、空港における利用者利便の向上及び安全の確保を図る。

①空港法第15条、②航空法第47条の２

①登録制度を創設した場合

②作成義務のみを課し、届出義務を課さない場合

想定される代替案

② －

費用の要素
① － ① －

① － ① －

②空港の設置者に空港保安管理規程を作成し届け出る負担が生じるものの、従来、空港を含む飛行場には、飛行
場の管理のための具体的な方法を文書化した「飛行場手引書」の備え付けが航空法施行規則（省令）において義務
付けられていたことから、費用の増加は僅少であると考えられる。

②空港保安管理規程の届出が義務付けられないことから、僅かではあるが本案に
比して費用は少ない。

②空港保安管理規程の届出受付事務の負担が生じるが、当該事務は特段の体制強化等を行うことなく対応できる
ものであり、費用の増加は僅少である。

備考

有識者の見解その他関連事項
交通政策審議会航空分科会答申（平成19年6月21日）

便益の要素

レビューを行う時期又は条件

次の事項を内容とする検討規定を設けている。（附則第13条）
１　政府は、平成20年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる
事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。
　(1)　成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置
　(2)　指定空港機能施設事業者に対する措置
２　政府は、１に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

平成25年度に事後検証を実施。

①費用がほとんど発生しないのに対し、空港の利用者利便の向上が図られるという便益が得られることとなり、便益が費用を明らかに上回る。本案の方が費用が少なく便益が大きい点で、本案の方
が代替案より優れている。

②一定の費用の発生が想定されるものの、空港利用者の安全・安心に関わる空港の保安が確保されるという重大な便益が得られることから、便益が費用を明らかに上回る。費用については本案の
方が僅かに大きいものの、空港の保安が確実に確保される点で本案の方が代替案より便益が大きく、優れている。

政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等）

②空港保安管理規程の作成を義務付け、内部で周知・共有するとともに国土交通大臣への届出を義務付けること
により、保安上の基準及び空港法の基本方針に従った空港の管理が確保されることとなる。空港の保安は空港利
用者の安全・安心に関わるものであり、当該便益は極めて大きい。

②ある程度空港の保安が確保されることは期待されるものの、その内容の適正性
を担保する手段はないことから、結果として空港の保安が十分に確保されないお
それがある。

①国管理空港における空港機能施設事業のサービス水準の高質化については、空港機能施設事業の適正性を担
保する制度を構築することにより、近年の空港利用者の多様化・高度化したニーズに応えるとともに、より公正で透
明性が高く、かつ規範性の高いルールに基づき事業の適正性を担保することが可能となり、利用者利便の向上等
を図ることが可能となる。

①国管理空港の空港機能施設事業者として不適切な者が空港の建設及び管理を
した場合には、十分なサービスの向上を期待することができない。

② － ② －

①国管理空港における空港機能施設事業の有する不可欠性や公益性を踏まえ、国自らが実施する場合と同等程
度の高度な公益性の担保を求めることとしていることから、弊害が生じるおそれは少ない。

①一定の非裁量的要件に適合した主体全てについてその実施を認めることは、国
管理空港の空港機能施設事業者として不適切な者が空港の建設及び管理をする
ことにより、国民生活の安全・安心の確保や円滑な社会経済活動の確保について
支障が生じるおそれがある。


